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【全国重点】 

 ○通学路・生活道路におけるこどもを始めとする歩行者の安全確保 

 ○「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上 

 ○自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底 

【埼玉県重点】 

 ○自転車への交通反則通告制度導入に伴う 

  交通ルールの遵守とヘルメット着用促進 

 ○横断歩道における歩行者優先の徹底 

2026 年 4月 1日から 
自転車の交通違反に 
交通反則通告制度（青切符）が導入 

・対象は 16歳以上 
※運転免許証の有無は関係ありません 

 しっかり学ぼう。自転車ルール！  
□自転車の基本的な交通ルールに変更はありません。 
□これまで「赤切符」で検挙されていた交通違反の 
  一部が、「青切符」で検挙されることとなります。 
   その場で反則金の納付書が交付されます。 

引続き、 
 基本的な交通ルールの遵守と 
 ヘルメット着用をお願いします。 

自転車への青切符の導入 

埼玉県警ＨＰ 

交通安全ｅラーニング 

埼玉県警ＨＰ 

被害の９割は、犯人

の電話に出たことが

きっか 

けです！ 

↓今すぐできる対策↓ 

 犯人からの電話に出ないために
… 
在宅中も留守番電話に設定 

防犯機能付電話機の活用 

知っていますか？ 

 特殊詐欺の被害が後を絶ちません。不審な電
話等はすぐに切り、「慌てない」で事実を「確認
する」誰かに「相談する」を実行してください。
お金の話をする電話は詐欺です！ 

 大切な自転車を盗まれない
ために、いつでも、どこでも、
短時間でも必ず鍵をかけまし
ょう。複数の施錠が有効です。 

 


